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健康づくり推進条例の制定  

三重県健康づくり推進条例の内容   

①健康づくりが「社会全体で取組む課題」であることを   

明確化  

②県、県民、事業者及び市町村が協働して健康づくり   
を推進していくことを定める  

③健康づくりにおける県、県民、事業者の役割を明ら   
かにし、県と市町村との協働にあり方を定める  

④県の役割として、基本計画の策定、評価、情報提供   
等基本的施策を定め、継続的及び計画的に健康づ  
くりを推進することを明確化  
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四日市市健康づくり21  

平成18年3月、市の健康づくり  

計画を作成、その中で「鞍域保  

健との連携」を掲げ、事業協同  

組合との連携事業を取り組み  

始めた。  
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市が計画づくりをする中で事業  

所の健康づくりに介入していた  

が、市行政だけで支援するには  
限界があること、非効率的であ  
ることから、保健所が関係機関  
との調整機能を果たして欲しい  

という要請があった。  

窮：玩こ率；巨頭  
慧1．之㌦ こ92．D㌧し阜  

亀≡諾抽ニト7亡lモサ＝幣：…寓ヨ  
R叱l．＿二転［二覇  
・q≡ 7．l亀  寧．0隼  凄湊嶺療如  

あなたlま大丈夫ですか7  
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課題の優先順位  

全体の課題  
1．事業主の健康管理へ意識が薄い（41点）  

2．労働者の健康べの関心が薄く、健診を受けても生活習慣の   
改善に繋がらない（38点）  

3．健診を受診しやすい環境（時間・場所）になづていない（11点）  

4．受けやすい健診・事後フォローシステムになっていない（8点）  

5．メンタルヘルス（心の健康）問題の受け皿がない（11点）  

6．制度が違うので連携がとりにくい（10点）  

7．商工会や事業協同組合が会員に対して指導や助成ができない  

（10点）  

8．今あるサービスがPRされていない（8点）  

9．働く世代の健康相談（栄養など）の機会が乏しい（5点）  

10．労働者が健康管理をする時間がない（3点）  

11．健康への関心に企業間格差があり、まとまらない（3点）  

12．保健事業実施側のスタッフが足りない（6点）  
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テーマ2  

「課題に対する改善策」を考える   

「各課題別に、この協議会または   
各組織でどんなことに取り組んで   

いったらよいのか」   

具体的にリストアップする  

課題1：事業主の健康管理  
への認識が薄い  

事業主と接する際に、従  

来の経営や金融指導の  
外にこの間題について  
相談指導を行う  

学習をする【健康づくり大  

会在どに出て】健康に勝る  

財産はないと認識する  

（病で職人を失う損失大）  

反復し、何度も必要  

性を行政からPRし  
てもらう  

業主ゐ意識を高める  健診デ‘－タを分析、事  呼び水としての助成金制度   

課題に対する改善策集約シート  

主の健康管理への認識が薄い  【改善策】  

学習をする【健康づくり大会などに出て1健康に勝る財産はないと認識する  

1・1  （病で職人を失う損失大）  

自分の健康・従業邑の健康に投資するという認識が大事   

1－2  産業医又は衛生管理者及び安全衛生推進者を活用、また行政、各種団体の  
行う研修会等に出席せしめ、意識の高揚に努める   

1・3  事業主と接する際に、従来の経営や金融指導の外にこの間巽引こついて相談  

指導を行うh   

1－4  従業員の健康管理（病気にならないし）が、会社の利益に繋がることを具  
体的数字を上げて説明する   

1・5  反復し、何度も必要性を行政からPRしてもらう   

1・6  職眉の臆鹿管理に熱心な事業主の経験を集あ共有する   
1・7  健康を損なわないように就労時間に注意する   

1－8  労働安全衛生法に行政側から強制的に働きかけてもらう   

1・9  意識を高めるために法的にー強制する」   

1・10  呼び水としての助成金制度   

1・11  まず、事業主に受診してもらう   

1・12  健康管理委員（者）制度のようなものを作り、事業主を委畠とする   
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協議会委員への【改善策優先順位づけ】調査  
（一人◎3個、05個を選ぶ）  

優先度   内  容   

1・1  03  学習をする【健康づくり大会などに出て1健康に勝る財産はない   
11・3  と認耗する（病で職人を失う損失大）  

自分の健康・従業長の健康に投資するという認識が大事  
関心を持ってもらえるよう、事業主又は担当者に対する研修  
・学習会等を開催する   

1・2  02  産業医又は衛生管理者及び安全衛生推進者引昔用、また行  
故・各種団体の行う研修会等に出席せしめ、意汲の高揚に努  
める   

1－3  事業主と接すろ際に、従来の経営や金散指導の外にこの問題  
について相談指導を行う   

1・4  ◎1  従業旦の健康管理（病気にならないし）が、会社の利益に無  
04  がることを具体的数字を上げて説明する    企業の者に健康が企にがる 

管理業収益繋ことの指導を強化す  
る（行政指導及び報道機関からのPR）   

4－3  ◎3  建診データを分析、事業主の意乱を高める  
・事業主に健診及び事後指導の必要性を理解してもらう（説  
明する）  

・健康管理は自分でやるべきと考える手蔓主の意識を変える  
空く、事業主対象のポピュレーション・アプローチを行う   

7・3  02  相鉄があった場合に適切な枚関への紹介ができることが重要  
・支援樵関を紹介する   

謙語1  

事業主の瞳康管理  
への認識が薄い  

詮語＝  

健康への関心に企  
業間格差があり、  
まとまらない  

課顔7  

商工会や事業協  
同組合が会員に  
対して指導や助  
成ができない  

「働く人の健康を守る」ための取り組みテーマ  

2．健診の事後指導の徹底  
・継続的な健診事後相談の場の設定  

・地域産業保健センター等支援   
堆関を有効利用  

1．事業主への意識づけ  

・法的根拠を示す  
・健康づくりの効果を見せる  
・商工会や事業協同組合、   
行政の研修・会議を活用・  

3．行動変容に結びつく生活習慣病予   
防教育の検討・保健スタッフの人   
材育成  

・効果の上がる保健指導の実施  
・ツール、コンテンツの蓄積  

4．労働者に対する予防教育の実施  
・異常なしでも生活習慣の見直しが   
大事という意識の醸成  

・身近なところで可視媒体による   
PR、教育実施  

スタッフの人材育成  

6．広報の改善＝事業主・   
労働者へのPRの見直し  

・ホームページの活用  
・イベントでのPR  

㌧パンフレットでのP R  

・租合を通じて周知など  
・利用できるサービスの－  

7．資源の相互利用  

・関係者の連携の明確化  
・各機関の役割の明確化   
し、足りないところ盲   
協力し合う  

・事業の共同実施、合う   
ものは1本化する  

・支援活動の活発化  

5．受けやすい健診・健康   

相談へのl配慮  

・受診者の立場に立った受   
けやすい健診・健康相談   
の実施  
健康相談の機会の拡充  

覧表を作成、配付  
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18年度  

協議会関係機関で協働事業を実施  

0協議会で抽出した課題t今後の取り組みテーマについて、第2回会議終了後、  
三池地域での取り組みを各棟関毎で考える（調査票への記入のお願い）  

‥ 事琴局と各噂甲と革し争う  

0平成18年度第1回協議会  
今後の各棟関の取り組み、協議会全体での取り組み（具体策）  
連携のあり方について協議する   

○全体での取り組み概要  

1．普及啓発／くンフレットを活用し、事業主の健康への意識付けを図る   
r法の周知と企業経営にとっての健康確保の意義について」  

2．支援関係機関と協働し健康づくりモデル事業所への支援  

3．モデル事業所の表彰 4．地域フォーラムの開催  5．インターネットメーリング 
リストの活用  
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資料1  

協議会委員へのアンケート調査による意見の集約と作業部会の活動   

6．広報の改善＝事業  

主・労働者へのPRの  

見直し  

・ホームページの活用  

・イベントでのPR，  

・パンフレットでのPR  

・組合を通じて周知など  

・利用できるサービスの   

一覧表を作成、配付  

7．資源の相互利岡  

・関係者の連携の明確   

化  

・各機関の役割の明確   

化し足りないとこ   

ろを協力し合う  

・事業の共同実施、合   

うものは1本化する  

・支援活動の活発化  

5．受けやすい健  
診・健廣相談への  

配慮  

・受診者の立場に立   

った受けやすい   

健診・健軒目談の   

実施  

・健康相談の機会の   

拡充  

4．労働者に対する  

予防教育の実施  

，異常なしでも生   

活習慣の見直し   

が大事という意   

識の醸成  

■身近なところで   

可視媒体による   

PR、教育実施  

3．行動変容に結びつ  

＜生活習慣病予防  

教育の検討・保健ス  

タッフの人材育成  

・効果の上がる保健指   

導の実施  

・ツール、コンテンツ   

の蓄積  

・スタッフの人材吉成  

1．事業主への意識つ  

け  

・法的牌処を示す  

・健康づ＜りの  

効果を汚せる  

・商工会や事業  

協同組合、行政の  

石刑参・会議を  

活用‥・  

2．健診の事後指  

導の徹底  

・紹続的な健診事   

後相談の場の   

設  

・地域産業保健セ   

ンター等支援   

機関を有効利   

用  

各機関の役割を明確にして足  

りないところを協力し合える  2．リーフレットの作成（労働者側・事菜箸側）  

メンタルヘルスサービス  

る資源、利用できる施設  関係者へのPR  情報の共有  

タ  イン  

役立てるシフくテム  

づくりまで考える  
4．効果的な  

体の工夫  
栄養指導、  ・保健スタッフ  

事後指導  
健詮体制を工奏  イ呆健サ「ビスの徹底  
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三洒地域での取り組み案の整理 資料2  
への配慮  い健診・   

■黒字は提案事項  

音字は提案事項の実施先  

＊赤字は評価のアウトカム指標と  

して可能と考えられるものあ  

げた  

・市町の事業の提供（市町）  

・保健指導案施体制の充実（健診機関）  

t土日の健診や相談の実施（健診機関）  

・保健指導の補助金対象化を考える（協同組合）   

・健康相談の場と機会の提供（協同組合）  

・資源の相互利用  

＊事業所の受診率・保健指導の実施率が上  

昇したか（社会保険、健保などで実施可能か）  

二次検診の未受診をなくす  

質の高い保健指導  

行動変容に結びつく生活習慣病予防  
出し女′Tヽ暮一ゝ与⊥／弓ヽ  

検診の事後指導の徹底②  
保健指導の普及  

労働者に対する予防教育の実  

・安全週間や衛生週間にてPR（協働）  

・各関係機関の説明会や広報誌の活用（協働）  

・ホームページやメー」ノングリストの活用  

＊キーコンセプトや労働保健に関する知識が  

上昇したか  

産業医の人材育成（産業保健  

推進センター・医師会）  

保健スタッフの人材育成（保  

健所・産業保健推進センター）  

＊保健指導のコンテンツの蓄  

積状況  労働者の健康管理意識の向上  

スタンダードの作成  業主への意識付け  

・健康管理の根拠の説明（パンフレットを活用  

して：協働）t  

・事業所ごとの健診データの集計と事業所へ  

の周知（健診機関）  

＊事業主の意識の変化（健診を受けない理由  

の変化）  

＊健康管理の重要性を認識している割合の  

増加  

モデル事業の実施（協働）   




